
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和４年１１月８日（火）    ８：２２～８：３４ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

寺 田 稔 国務大臣（総務大臣） 

 梨 康 弘 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

永 岡 桂 子 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 村 哲 郎 国務大臣（農林水産大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

西 村 明 宏 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

浜 田 靖 一 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

秋 葉 賢 也 国務大臣（復興大臣） 

谷 公 一 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

小 倉 將 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

岡 田 直 樹 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件 ３件 

○国会提出案件 ３件 

○公布（法律） １件 

○政令 ５件 

○議員提出法律案関係 １件

○人事        ３件 

○報告        １件 

○配布        ２件 

いずれも、案件表のとおり、決定等となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。

まず、閣議案件について、木原副長官から御説明申し上げます。

○木原内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「ラトビア国」及

び「アイルランド国」駐日特命全権大使の接受について、御決定をお願いいたしま

す。本件は、１０日、信任状捧呈の予定であります。

次に、信・解任状に認証を仰ぐことについて、御決定をお願いいたします。本件

は、「東ティモール国」及び「ボリビア国」駐箚特命全権大使の異動に伴い、交付す

べき信任状及び解任状であります。

次に、質問主意書に対する答弁書３件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。

次に、政令５件について、御決定をお願いいたします。まず、「国際卓越研究大学

法の施行期日令」は、同法の施行期日を本年１１月１５日とするものであり、「同法

の施行に伴う関係整備政令」は、科学技術・学術審議会の外国人委員等に関する規

定の整備を行うものであります。

次に、「省エネ法等の一部改正法の一部の施行期日令」は、同改正法の一部の施行

期日を本年１１月１４日とするものであり、「同改正法の施行に伴う関係整理等政

令」は、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」の名称変更等に伴い、関

係政令の規定の整理等を行うものであります。

次に、「放射性同位元素等規制法施行令の一部改正令」は、放射線障害の防止に関

する規制の合理化を図るため、同法の規定の適用を受けない放射性同位元素の範囲

を変更するものであります。

次に、人事案件について、申し上げます。まず、元財務省大臣官房政策評価審議

官渥美恭弘を特命全権大使に任命し、ジャマイカ国駐箚を命ずること等について、

それぞれ御決定をお願いいたします。

次に、吉田憲一外１３０名の叙位又は叙勲等について、御決定をお願いいたしま

す。

次に、「令和４年度第２・四半期に締結された無償資金協力に係る取極」について、

御報告があります。本件は、本年７月から９月までの３か月間に締結された、２７

か国、８機関の計６６件、総額約３９２億円の取極について、取りまとめたもので

あります。

次に、配布資料といたしまして、「家計調査報告」があります。本件につきまして

は、後程、総務大臣から御発言があります。

次に、件名外案件について、申し上げます。「無償資金協力に係る取極の締結」に

ついて、御決定をお願いいたします。本件は、我が国と相手国政府等との間で実質

的な合意をみた無償資金協力を取りまとめたもので、２２か国、６機関に対する計

３５件、総額約２８６億円の贈与等を行うものであります。個々の案件につきまし

ては、先方との書簡交換までそれぞれ不公表といたしたいので、御了承をお願いい

たします。なお、締結状況は適宜取りまとめ、別途、閣議に御報告することといた
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します。 

次に、準備のための案件について、申し上げます。まず、法律の公布について、

あらかじめ御決定をお願いいたします。本件は、当該法律の成立を条件に決定する

もので、それまでの間、不公表扱いとなりますので、御了承をお願いいたします。

「令和４年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止法」は、

近く参議院本会議において、可決成立する予定であります。 
次に、議員提出法律案に対する国会法に基づく内閣の意見要旨について、あらか

じめ御決定をお願いいたします。本件は、内閣意見を求められることを条件に決定

するもので、それまでの間、不公表扱いとなりますので、御了承をお願いいたしま

す。明日衆議院国土交通委員長から提出予定の「離島振興法の一部改正法案」は、

同法の期限の延長等を行うものであり、これに対する内閣の意見要旨は、「政府とし

ては、特に異存はない。」というものであります。 
○松野国務大臣：次に、総務大臣から御発言がございます。 
○寺田国務大臣：本日、家計調査結果を公表いたしました。その主なポイントは、次

のとおりです。２人以上の世帯の９月の消費支出は、前年比、実質２．３パーセン

トの増加となりました。宿泊料などの「教養娯楽サービス」、「外食」、航空運賃など

の「交通」などが増加となりました。前年比で物価は上昇しているものの、消費支

出はその上昇率以上に増加したため、実質増加となっており、引き続き今後の動向

を注視してまいります。 
○松野国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。まず、内閣総理大臣から御発言がござ

います。 
○岸田内閣総理大臣：昨日、会計検査院長から、令和３年度決算検査報告を受け取り

ました。この検査報告における件数は３１０件、指摘金額は総額４５５億円となっ

ており、多くの不当事項等の指摘がなされていることは誠に遺憾であります。政府

としては、この検査報告を真摯に受け止め、行政に対する国民の信頼を取り戻すた

めの取組を進める必要があります。閣僚各位におかれては、自ら率先し、事務事業

の在り方を見直し、また、適正な会計処理を徹底するなど、検査報告事項の確実な

改善に努めていただくようお願いいたします。また、予算の効率的かつ適切な執行

を行うことが重要であることから、検査報告事項や国会での審議内容を令和５年度

予算等に的確に反映していただくようお願いいたします。 
○松野国務大臣：次に、財務大臣。 
○鈴木国務大臣：ただいま総理から御発言がありましたとおり、今般の決算検査報告

では、数多くの指摘がなされております。閣僚各位におかれましては、改めて、予

算の厳正かつ効率的な執行と経理の適正な処理に努めていただきたいと存じます。

財政当局としては、今回の決算検査報告や国会における決算審議の内容、予算執行

調査の結果などを、令和５年度予算編成等に的確に反映する必要があると考えてお

ります。閣僚各位の特段の御協力をお願いいたします。 
○松野国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和４年 

11月８日 

◎ 一 般案 件

   ☆ ラトビ ア 国特 命 全権 大 使ズ ィ グマ ー ルス ・ ズィ ル

ガルヴ ィ ス外 １ 名の 接 受に つ いて （ 決定 ）

（ 外 務省 ） 

〃 ☆ 東ティ モ ール 国 駐箚 特 命全 権 大使 木 村徹 也 外１ 名

に交付 す べき 信 任状 及 び前 任 特命 全 権大 使 杵渕 正

巳外１ 名 の解 任 状に つ き認 証 を仰 ぐ こと に つい て

（決定 ）               （ 同上 ）

◎ 国会 提 出案 件

1.参 議 院議 員 神谷 宗 幣（ 無 所属 ） 提出 台 湾有 事

を 想 定し た 国民 保 護訓 練 に関 す る質 問 に対 す

る 答 弁書 に つい て （決 定 ）   （内 閣 官房 ）

   ○ 1.参 議 院議 員 神谷 宗 幣（ 無 所属 ） 提出 外 国人 留

学 生 を増 や すた め 岸田 文 雄総 理 大臣 が 命じ た

計 画 策定 に 関す る 質問 に 対す る 答弁 書 につ い

て （ 決定 ）         （ 文部 科 学省 ）

1.参 議 院議 員 山本 太 郎（ れ 新） 提 出新 型 コロ ナ

ワ ク チン の 予防 接 種健 康 被害 給 付に 係 る予 算

の 積 算根 拠 等に 関 する 質 問に 対 する 答 弁書 に

つ い て（ 決 定）       （ 厚生 労 働省 ）

◎ 政 令 

   ○ 国際卓 越 研究 大 学の 研 究及 び 研究 成 果の 活 用の た

めの体 制 の強 化 に関 す る法 律 の施 行 期日 を 定め る

政令（ 決 定）          （ 文部 科 学省 ）

〃 ○ 国際卓 越 研究 大 学の 研 究及 び 研究 成 果の 活 用の た

めの体 制 の強 化 に関 す る法 律 の施 行 に伴 う 関係 政

令の整 備 に関 す る政 令 （決 定 ）     （ 同上 ）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り  

〔 別 添 〕
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   ○ 安定的 な エネ ル ギー 需 給構 造 の確 立 を図 る ため の 

    エネル ギ ーの 使 用の 合 理化 等 に関 す る法 律 等の 一 

    部を改 正 する 法 律の 一 部の 施 行期 日 を定 め る政 令 

    （決定 ）            （ 経済 産 業省 ） 

 〃  ○ 安定的 な エネ ル ギー 需 給構 造 の確 立 を図 る ため の 

    エネル ギ ーの 使 用の 合 理化 等 に関 す る法 律 等の 一 

    部を改 正 する 法 律の 一 部の 施 行に 伴 う関 係 政令 の 

    整理及 び 経過 措 置に 関 する 政 令（ 決 定） （ 同上 ） 

 〃  ○ 放射性 同 位元 素 等の 規 制に 関 する 法 律施 行 令の 一 

    部を改 正 する 政 令（ 決 定） （ 原子 力 規制 委 員会 ） 

 

         ◎ 人  事 

   ○ 渥 美恭 弘 外７ 名 を特 命 全権 大 使に 任 命す る こと に 

    つ いて （ 決定 ） 

 〃  ○ 各 府省 幹 部職 員 の任 免 につ き 、内 閣 の承 認 を得 る 

    こ とに つ いて （ 決定 ） 

 〃  ☆ 徳 島大 学 名誉 教 授吉 田 憲一 外 １３ ０ 名の 叙 位又 は 

    叙 勲等 に つい て （決 定 ） 

 

◎ 報  告 

   ☆ 令 和４ 年 度第 ２ ・四 半 期に 締 結さ れ た無 償 資金 協 

    力 に係 る 取極 に つい て        （ 外 務省 ） 

 

          ◎ 配  布 

   ☆ 家計調 査 報告            （ 総 務省 ） 

   ☆ 令和３ 年 度特 別 会計 財 務書 類 を会 計 検査 院 に送 付 

    するこ と につ い て          （ 財 務省 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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                 令和４年 

11月８日 

 

          ◎ 一般 案 件 

   ○ 無 償資 金 協力 に 係る 取 極の 締 結（ 令 和４ 年 度第 ５

次 取 りま とめ 分 ）等 に つい て （決 定 ）（ 外 務省 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

 
 

（ 火 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
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                 令和４年 

                 11月８日 

 

◎ 公 布（ 法律） 

   ☆ 令 和４ 年 度電 力 ・ガ ス ・食 料 品等 価 格高 騰 緊急 支 

    援 給付 金 に係 る 差押 禁 止等 に 関す る 法律 （ 決定 ） 

 

◎ 議 員提 出法律 案 関係 

   ○ 衆 議院 国 土交 通 委員 長 提出 予 定の 離 島振 興 法の 一

部 を 改正 する 法 律案 に 対す る 国会 法 第５ ７ 条の ３

に 基 づく 内閣 の 意見 要 旨に つ いて （ 決定 ）   
       国あ 土 交 通 ・ 総 務 ・ 財 務 ・ 文 部 科 学 ・ 
       厚 生労 働 ・農 林 水産 ・ 経済 産 業・ 環 境省     
 
 
〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕  
 
 

 

資 料  
あ り  

（ 火 ）  準 備 の た め 

資 料  
な し  
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